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◎  ２ 月 定 例 会 付 議 事 件  

 

 △  広 域 連 合 長 提 出 議 案  

  第 １ 号 議 案   平 成 23年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 予 算  

  第 ２ 号 議 案   平 成 23年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予  

         算  

  第 ３ 号 議 案   平 成 22年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 ２ 号 ) 

  第 ４ 号 議 案   平 成 22年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補  

         正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  

  第 ５ 号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 広 域 計 画 に つ い て  

 

 △  委 任  

  議 決 事 件 の 字 句 及 び 数 字 等 の 整 理 に つ い て  
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平成23年２月16日（水）   午前10時   開会 

 

出  席  議  員 

 

２．草 場  祥 則 ３．西 山  正 吉 ４．西 原  好 文 

５．原 田  謹 吾 ６．金 武  康 男 ７．友 田  国 弘 

８．宮 原  宏 典 ９．大 川  隆 城 10．酒 井  恵 明 

11．大 隈  正 道 12．福 田  淸 道 13．神 近  勝 彦 

14．大 坪  德 廣 15．小 池  幸 照 17．前 田  教 一 

19．森 山    林 20．田 中  秀 和 21．堤    正 之 

22．江 頭  弘 美   

 

 

 

 

 

欠  席  議  員 

 

１．坂 口  久 信 16．牟 田  勝 浩 18．牛 島  和 廣 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  田 中  源 一 

会 計 管 理 者  野 口  好 孝 

副事務局長兼総務課長  内 田  幸 男 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

監 査 委 員  松 尾  隼 雄 

事 務 局 長  馬 場  俊 行 

業 務 課 長  川 副  梅 夫 
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◎ 開  会 

○江頭弘美議長 

 これより佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定

例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

◎ 議席の指定 

○江頭弘美議長 

 日程により、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第２項の規定により、

お手元に配布しております議席表のとおり指定い

たします。 

◎ 会期の決定 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、会期の決定を議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１

日間といたしたいと思いますが、これに異議あり

ませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期

は本日１日間と決定いたしました。 

◎ 議事日程 

○江頭弘美議長 

 次に、本定例会の議事日程は、お手元に配布い

たしております日程表のとおりといたします。 

◎ 諸報告 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、諸報告をいたします。 

 報告の内容につきましては、配布いたしており

ます報告第１号のとおりです。 

 

報告第１号 

諸  報  告 

 

○例月出納検査等の報告について 

 平成22年10月26日から平成23年２月２日までに、

監査委員から例月出納検査の結果について下記の

とおり報告された。 

 その内容は、それぞれ議員各位にその（写）を

送付したとおりである。 

記 

 10月26日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年 

      度９月分） 

 12月１日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年 

      度10月分） 

 12月27日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年 

      度11月分） 

 ２月２日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年 

      度12月分） 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、会議録署名議員の指名を行

います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において森山議員及び田中議員を指名い

たします。 

◎ 議案上程 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、第１号議案 平成23年度佐

賀県後期高齢者医療広域連合一般会計予算、第２

号議案 平成23年度佐賀県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計予算、第３号議案 平

成22年度佐賀県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第２号）、第４号議案 平成22年度佐

賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）、第５号議案 佐賀県後

期高齢者医療広域連合広域計画についてを一括し

て議題といたします。 

◎ 提案理由説明 

○江頭弘美議長 

 提案理由の説明を求めます。 

○横尾俊彦広域連合長 

 おはようございます。本日、平成23年２月佐賀

県後期高齢者医療広域連合議会定例会の開会に当

たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 このたび、２月１日から引き続き広域連合長を

仰せつかることになりました。これからも構成市
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町とより一層の連携を図りながら、県内の被保険

者の皆様に信頼され、安心していただけるよう、

円滑な制度運営につきまして、鋭意努力してまい

る所存でありますので、これからも議員各位の御

助言・御指導を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

 さて、現行制度につきましては、平成23年度か

ら４年目を迎えることとなります。今では保険料

の軽減措置や口座振替の選択制も導入されている

ことで、制度も定着しているところでございます。 

 一方、国のほうにおいては、現行制度を廃止し、

新たな制度のあり方を検討するため、「高齢者医

療制度改革会議」を一昨年の11月から設置され、

議論が重ねられてまいりました。私も委員として

参画し、現行制度を運営している立場を踏まえ、

意見を申し上げてきたところであります。昨年12

月20日に 終の取りまとめがなされ、平成25年３

月からの制度施行に向け、現在開会中の通常国会

に関連法案が提出される予定でありましたが、現

状におきましては「検討中」とされており、今後、

国の動向を注目していきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、新たな制度に移行す

るまでの間、現行制度の運営に万全を期してまい

りたいと考えております。 

 それでは、議案の概要について、以下御説明を

させていただきます。 

 初めに、第１号議案の平成23年度佐賀県後期高

齢者医療広域連合一般会計予算でございます。 

 予算の内容は、主に本広域連合の運営経費でご

ざいまして、歳入につきましては、分担金及び負

担金として市町負担金などを措置しております。 

 歳出につきましては、議会費、総務費等を措置

しております。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ１億9,520万

7,000円で、前年度当初予算と比較して７万2,000

円、約0.04％の減となっております。 

 次に、第２号議案の平成23年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算でご

ざいます。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ1,080億6,004

万 9,000円で、前年度当初予算と比較して35億

6,356万7,000円、約3.4％の増となっております。 

 歳入につきましては、保険給付費等の財源とし

て、市町支出金、国・県支出金、支払基金交付金、

臨時特例基金からの繰入金等を措置しております。 

 また、歳出につきましては、保険給付費として

1,069億 972万 7,000円、保健事業費として１億

1,737万3,000円などを措置しております。 

 次に、第３号議案の平成22年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）につ

いてでございます。 

 今回の補正の内容は、歳出予算の予備費を減額

するもので、補正の額は856万円を減額し、歳入

歳出予算の総額は、それぞれ１億9,527万9,000円

としております。 

 次に、第４号議案の平成22年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）でございます。 

 今回の補正の主な内容は、平成23年度の保険料

の軽減特例措置の財源である高齢者医療制度円滑

運営臨時特例交付金を国から受け入れ、基金へ積

み立てることなどでございます。 

 補正の額は16億504万5,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額は、それぞれ1,079億423万円といた

しております。 

 次に、第５号議案の佐賀県後期高齢者医療広域

連合広域計画についてでございます。 

 広域計画につきましては、地方自治法第291条

の７の規定に基づき作成するものであり、現在の

広域計画が平成22年度で計画期間が満了すること

に伴い、平成23年度から平成25年度までの３カ年

の広域計画を作成するものであります。 

 広域計画の項目につきましては、本広域連合規

約第５条に基づき、「後期高齢者医療制度の実施

に関連して広域連合及び関係市町が行う事務に関

すること」や「広域計画の期間及び改定に関する

こと」について記載をいたしております。 

 以上、今回提案いたしました議案について御説

明申し上げました。よろしく御審議いただきます

ようお願いいたします。 

◎ 議案に対する質疑 

○江頭弘美議長 
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 以上で提案理由説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑を開始いたします。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○福田淸道議員 

 平成23年度後期高齢者医療特別会計予算につい

て、第２号議案について質疑をいたします。 

 歳入について、まず１款の市町支出金、市町で

は普通徴収では滞納があるが、広域連合との関係

はどのように反映されているのか。 

 広域連合では、市町での徴収された報告分だけ

を調定しているが、市町では多額の滞納が発生し

ていると。その額は把握しているのか。 

 20市町の短期保険証の発行状況、21年と22年の

人数を報告していただきたい。 

 ２款について、国庫支出金であります。 

 国からの財政調整交付金の仕組みについて質問

をいたします。 

 次に、４款支払基金交付金であります。 

 後期高齢者医療に現役世代からの支出金が充て

られます。平成20年から22年までの交付金の推移

はどうなっているのか、質問いたします。 

 次に、歳出であります。 

 ２款の保険給付費、1,056億3,009万4,000円で

ありますけれども、この歳出の療養諸費でありま

すが、制度導入で健康診断の方法が変わりました。

このことによって、医療費増減の影響はどうなっ

ているのか。また、健診率の低下と医療費の関連

はどうなっているのか、わかれば答弁していただ

きたいということであります。 

 あとについては答弁の後、自席で質問いたしま

す。 

○川副梅夫業務課長 

 福田議員さんの質疑に対して答弁をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、平成23年度後期高齢者医療特別会計歳入、

第１款第１項第２目の保険料等負担金についてお

答えいたします。 

 市町の滞納金につきましては、市町の滞納金と

広域連合の予算、決算の関連ということでござい

ますが、市町では現年度の保険料を、出納整理期

間であります５月末まで徴収して決算をなします。

収納できなかった部分につきましては、滞納繰越

金として６月１日に調定をされまして、引き続き

徴収をされるところでございます。 

 一方、広域連合では市町で３月末日までに徴収

をされ、４月に広域連合のほうに報告をいただき

ますとともに、送金をいただきますが、その分ま

でを現年度分といたしまして、調定、収納してい

るところでございます。市町が４月、５月に徴収

いただいた分につきましては、広域連合では翌年

度の会計に収納されることになっているところで

ございます。 

 市町の滞納繰り越しと広域連合の過年度分の調

定につきましては合致しておりませんが、標準シ

ステムにより各被保険者ごとに管理をいたしてお

りまして、毎月突き合わせを行っておりますので、

整合性はとれており、確認はなされているところ

でございます。 

 平成21年度、22年度の短期保険者証の発行でご

ざいます。平成21年度は24名、それから、平成22

年度につきましては、被保険者証の一斉更新時期

であります８月１日におきまして210名、現在で

は２月１日現在でございますけど186名になって

いるところでございます。 

 それと飛びますが、引き続き、私のほうでは歳

出のほうの23年度予算の歳出、第２款保険給付費、

１項療養諸費の答弁をさせていただきたいと思い

ます。 

 歳出の療養諸費医療給付費の増加の原因は何か

ということでございます。 

 平成22年の当初予算と比較しますと3.2％、33

億2,400万円の増額で提案をしているところでご

ざいます。増額の要因といたしましては、被保険

者数の増がございまして、平成22年度より1,842

人増加すると推計をしております。その分の医療

費が16億9,800万円増ということで、増額全体に

占める割合といたしましては51％を占めていると

ころでございます。 

 次に、医療費の１人当たりの伸びでございます

が1.6％、１万4,529円の増加を見込んでいます。 

 議員お尋ねの健康診断の方法が変更され、また、
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健診率が下がったということでございます。そう

いうものが医療費の上がる要因になったのではな

いかということでございますが、平成19年度まで

は健康診断を市町村の事業として、医療保険や年

齢に関係なく、全住民を対象として実施をしてま

いりました。法の改正によりまして、健康診査の

実施主体が医療保険の保険者ということで変更に

なりました。この変更によりまして、各市町の健

診の責任が、全住民を対象としておりましたとこ

ろから、市町では国民健康保険の被保険者につい

てが責任ということになりました。 

 その結果といたしまして、多くの市町が集団健

診から個別健診というふうになりまして、いつで

も、どこでも医療機関で健診を受けるというふう

になりましたけれども、定められた日時、場所、

そういうところに家族と一緒に健診を受けていた

だくというものがそうでなくなったということ等

が健診率の低下につながったものではないかとい

うふうに考えているところでございます。 

 しかしながら、20年度、21年度の健診率の低下

が医療費の増につながっているかということにつ

きましては、詳しい検証ができておりません。検

証ができていないというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

 そのほかにつきましては、副局長のほうが引き

続き答弁をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○内田幸男総務課長 

 それでは、議案質疑の２項目めの２款２項１目

１節の財政調整交付金と、３項目めの４款１項１

目の後期高齢者交付金についてお答えいたします。 

 まず、議員御質問の財政調整交付金の仕組みに

ついてお答えいたします。 

 財政調整交付金につきましては、高齢者の医療

の確保に関する法律第95条に基づき、後期高齢者

医療広域連合に対し交付されるものでございます。 

 財政調整交付金には、その目的によりまして、

普通調整交付金と特別調整交付金の２種類がござ

います。 

 普通調整交付金は、被保険者の所得に開きがあ

ることで生じる各広域連合間の財政力の不均衡を

是正するため交付されるものでございます。 

 特別調整交付金は、災害その他特別の事情があ

るときに交付されるものでございます。 

 この財政調整交付金の総額は、高齢者の医療の

確保に関する法律第95条の規定により、負担対象

額の見込みの総額の12分の１に相当する額と規定

されておるところでございます。 

 次に、３項目めの後期高齢者交付金のその内容

と、その交付金の推移についてお答えいたします。 

 後期高齢者交付金は、高齢者の医療の確保に関

する法律第100条の規定に基づき、社会保険診療

報酬支払基金から広域連合へ交付されるものでご

ざいます。 

 療養の給付等に要する費用に係る財源の約４割

を占めております。 

 具体的に申し上げますと、現役世代からの支援

金でございまして、国民健康保険や被用者保険な

どの現役世代が加入する各保険者から社会保険診

療報酬支払基金が徴収し、各広域連合へ交付され

るものでございます。 

 本広域連合の実績といたしましては、平成20年

度約362億1,400万円、平成20年度は後期高齢者医

療制度の初年度でありましたので、その給付月は

11カ月分でございます。 

 次に、平成21年度は約418億8,100万円でござい

ます。前年度比で56億6,700万円の増になってお

ります。平成21年度分は12カ月分の給付になって

おります。 

 次に、平成22年度は424億7,600万円、前年度比

5億9,500万円増と見込んでおります。平成23年度

は439億4,100万円、前年度比14億6,500万円増と

見込んでおるところでございます。 

 以上でお答えといたします。 

○福田淸道議員 

 質問いたします。 

 この滞納分の反映というのが、この特別会計の

中では、いわゆる頭出しだけでありますけれども、

各市町の普通徴収における、ほとんど特別徴収に

おいては年金から引くわけですから、ほとんど滞

納はないわけでしょうけども、例えば、年金が月

１万5,000円未満の人たちは年金から天引きでき
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ないわけで、普通徴収ですけども、そういう非常

に少ない年金の方たちの、いわゆる滞納というの

が恐らく発生しているんではないかと思うんです

けれども、そこら辺についてはどういうふうに把

握されておられますか。 

○川副梅夫業務課長 

 お答えいたします。 

 滞納の件数とか額については、一応報告は受け

ておりました。年金額、収入額の多い方、少ない

方という形での整理のほうは市町のほうから報告

を受けておりませんし、うちのほうでも把握をし

ていないところでございます。 

 以上でございます。 

○福田淸道議員 

 そしたらば、滞納総額については把握している

わけですね、20市町のですね。それをお願いしま

す。 

○川副梅夫業務課長 

 小さい数字については申しわけございません。

今、ちょっとこちらのほうに持ってまいっており

ませんが、 初に申し上げましたとおり、市町が

徴収いたしますのが、滞納額は５月の末日でござ

いまして、20年度から21年度に市町のほうで未納

になっていた部分については、約でございますが

5,500万円程度、それから、21年度から22年度の

ほうに市町のほう、５月末までの徴収で繰り越し

てる部分が3,400万円程度、そういうことでござ

います。詳しい数字が必要でありましたら、また

後で報告をいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○江頭弘美議長 

 以上で通告による質疑は終わりました。 

 ほかに御質疑はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案に対する質疑は終結いたし

ます。 

◎ 広域連合一般に対する質問 

○江頭弘美議長 

 これより広域連合一般に対する質問を開始いた

します。 

 質問の通告がありますので、発言を許可します。 

○福田淸道議員 

 それでは、一般質問いたします。 

 昨年、平成22年の11月議会の一般質問におきま

して、私は新たな高齢者医療制度の問題点につい

て質問いたしました。この後期高齢者医療制度は、

75歳以上の加入者全員から死ぬまで保険料を徴収

する制度であります。年金が月１万5,000円以上

ある方からは保険料を天引きし、１万5,000円に

満たない人は保険料を自分で納めるということに

なっております。これらの低所得者が１年以上滞

納した場合には、保険証を取り上げて資格証明書、

窓口での全額負担をしなければなりませんけども、

これを発行するようになっております。 

 現在、資格証明書の発行は世論の反対を受け、

実施しておりませんけれども、短期保険証は発行

しております。先ほど議案審議の中で出ましたよ

うに、この短期保険証も急激な伸びに、発行件数

が伸びております。その原因について質問いたし

ます。 

 現在、保険料の軽減措置が９割減から２割減ま

での４段階とられております。この軽減措置は、

新たな制度においても引き続き継続しなければな

りません。国に対して継続の要望は行っておられ

ますけれども、この見通しについて質問をいたし

ます。 

 また、新制度においては、国民健康保険と言い

ながら、75歳以上の保険料を別勘定にすると言わ

れております。これは、現在の制度とほとんど同

一でありまして、国保の広域化と連動し、給付の

抑制と負担増をねらうものであります。地域住民

にとって命を脅かす大変な問題であります。社会

保障の解体につながり、憲法第25条に違反いたし

ます。私はこれを認めるわけにはいきません。連

合長の見解を求めるものであります。 

 以上です。 

○馬場俊行事務局長 

 福田議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず、保険料軽減の特例措置の継続の点ですけ

れども、後期高齢者医療制度の保険料におきまし

ては、低所得者ほど負担を少なくする観点から、
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に

より、保険料を構成する所得割と被保険者均等割

のうち、被保険者均等割額を所得に応じて７割、

５割、２割の３段階で軽減しており、被扶養者で

あった被保険者に対しては、被保険者均等割額を

制度加入時から２年間の軽減措置として５割減額

することと規定され、制度が施行されたところで

ございます。 

 しかしながら、制度の施行状況を踏まえまして、

円滑な運営を図るために、高齢者の置かれている

状況に十分配慮し、低所得者層を中心にさらに手

厚い保険料の軽減対策が平成20年度から平成21年

度において導入され、平成22年度も継続されてい

るところでございます。 

 その内容につきましては、被保険者均等割額７

割軽減世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険

者全員が年金収入80万円以下の世帯について、被

保険者均等割額が９割軽減、それ以外は8.5割軽

減されております。また、所得割を負担する人の

うち、所得の低い人、具体的には、保険料の算定

に用いる基礎控除後の所得金額等が58万円以下の

人については一律50％軽減されております。 

 さらに、被用者保険の被扶養者であった人につ

いては、激変緩和措置として、平成20年４月から

９月までの半年間は負担を凍結し、平成20年10月

から平成22年３月までは被保険者均等割額を９割

軽減とし、平成22年４月以降も同措置を延長して

おります。 

 なお、平成23年度の軽減措置を継続する経費に

つきましても、国の平成22年度補正予算が昨年11

月26日に成立しているところでございます。 

 一方、高齢者医療制度改革会議におきまして、

12月20日に取りまとめられました 終とりまとめ

によりますと、75歳以上の方に適用されている低

所得者の保険料の軽減措置の特例措置、いわゆる

均等割の９割、8.5割軽減、それから、所得割の

５割軽減につきましては、制度施行時の追加的な

措置として導入されたものでありますが、負担の

公平を図る観点から、75歳未満の国民健康保険の

軽減措置との整合性を踏まえ、段階的に縮小する

とされております。 

 議員御懸念の軽減措置の継続につきましては、

昨年11月18日に全国後期高齢者医療広域連合協議

会から、国に対して「現行制度で行われている軽

減特例措置は、国が決定したものであるため、新

制度においても継続又はよりきめ細やかな軽減措

置を講ずること。」と要望をしておりましたが、

この 終とりまとめの結果を踏まえ、引き続き要

望していく必要があると考えているところでござ

います。 

 当広域連合といたしましては、今後も新たな制

度が被保険者等に不安や混乱を与えることなく、

公平でわかりやすく、幅広い国民の納得と信頼が

得られる制度となるよう、国に対しまして、意見

を述べてまいりたいと考えております。 

 それから、次に、制度の矛盾点という点につい

てお答えいたします。 

 新たな制度につきましては、先ほども申しまし

たように、昨年の12月20日に高齢者医療制度改革

会議で 終とりまとめがなされました。 

 基本的な方向としましては、75歳以上の方も現

役世代と同様に国民健康保険か被用者保険に加入

することとした上で、１点目として公費・現役世

代・高齢者の負担割合の明確化、２点目として都

道府県単位の財政運営といった現行制度の利点は

できる限り維持し、よりよい制度を目指すことと

したとされております。 

 また、新たな仕組みのもとでは、１点目として

高齢者の保険料の負担率を見直すとともに、各都

道府県に財政安定化基金を設置し、高齢者の保険

料の伸びを抑制できる仕組みとする。２点目とし

て、現役世代と同じ制度に加入することで、患者

負担が世帯単位で合算され、高額療養費により世

帯当たりの負担額は軽減される。３点目として、

高齢者の健康診査は各保険者の義務とするなどに

より、現状の後期高齢者医療制度の問題点は改め

られることとされております。 

 さらに、現行制度の廃止を契機として、長年の

課題でありました国民健康保険の財政運営の都道

府県単価化を実現し、国民皆保険の 後のとりで

である国民健康保険の安定的かつ持続的な運営を

確保することとされております。 
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 議員御指摘の75歳以上の年齢区分、いわゆる財

政計算が残っている点は同じではないかという件

につきまして、 終とりまとめによりますと、単

純に従前の市町村国民健康保険に戻ることとなれ

ば、高齢者間の保険料格差が復活し、多くの高齢

者の保険料が増加する。つまり、市町村国民健康

保険から都道府県単位の高齢者医療制度への移行

により、全国における格差は５倍から２倍に縮小

し、全国的には多くの世帯で保険料も減少しまし

たが、この逆のことが起きるため、新たな制度で

はまず第１段階において、75歳以上について、都

道府県単位の財政運営とされたところでございま

す。 

 また、75歳未満については、都道府県が策定す

る「広域化等支援方針」に基づき、保険料算定方

式の統一や保険財政共同安定化事業の拡大などの

環境整備を進めた上で、第２段階において期限を

定めて全国一律に全年齢での都道府県単位化を図

ることとされております。 

 今後のさらなる少子高齢化の進展を踏まえます

と、こうした取り組みの充実に加えまして、保険

財政の安定化、市町村間の保険料負担の公平化等

の観点から、国民健康保険の財政運営の都道府県

単位化を進めていくことが不可欠だとされており

ます。 

 また、広域化によって住民の声が届きにくいと

か、徴税の強化になるとか、市町の裁量権がなく

なるなどの理由により、反対の声もございますが、

都道府県単位の運営主体のあり方につきましては、

市町村における広域連合ではなく、都道府県が担

うことが適当であるとの意見が大勢とされており

ます。 

 その理由としましては、１つ目として都道府県

が国民健康保険の保険財政に責任を持つことによ

り、都道府県が行っている健康増進や医療の効率

的な提供に向けた取り組みがより有効に推進され

ることが期待できること。２つ目として、現行の

広域連合に対する「市町村に対する調整機能が十

分働いていない」という問題点等の改善が期待で

きるとされております。 

 また、運営に当たっては、都道府県と市町村が

分担と責任を明確にしつつ、共同運営する仕組み

とされております。 

 具体的な事務の分担につきましては、都道府県

は財政運営、それから、標準保険料率の設定を行

い、市町村は資格管理、標準保険料に基づく保険

料率の決定、賦課・徴収、保険給付、保健事業等

を行うこととされております。 

 市町村は、一番身近な自治体でありますので、

被保険者の皆さんにとって声が届きやすく、窓口

における相談など利便性やサービス面において十

分に配慮されていると認識しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○川副梅夫業務課長 

 短期証が急激に伸びている原因についてという

ことでお尋ねでございましたので、お答えをさし

ていただきたいと思います。 

 御指摘のとおり、平成21年度24名でございまし

たものが、22年度の８月には210名ということに

伸びているわけでございますけれども、こちらに

つきましては、平成20年に発足した制度でござい

まして、県内で統一した基準が明確にはなってお

りませんでした。そういうことで、平成21年につ

いては、同じような状態でも発行していた市町、

ばらつきが生じておったと。そういう中で、同じ

保険でございますので、負担の公平性を保つこと

が必要だということで、構成市町との協議を重ね

まして、平成22年度において県内で統一した基準

を一応申し合わせを行いました。そういうことで

徴収に当たっていただいた結果といたしまして、

平成21年より平成22年のほうが、全部の市町が同

じような目で公平な形で行ったという結果によっ

て増加をしたものというふうに考えております。

一応210名というのは0.19％程度ということで一

応なっておりますので、御報告を申し上げたいと

思います。 

 以上でございます。 

○福田淸道議員 

 それでは、再質問いたします。 

 この９割から２割の軽減があるわけですけれど

も、一応限定的な措置という答弁でありましたけ
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れども、75歳以上と75歳未満のこの公平性をとる

というところで順次廃止していきたいということ

ですけれども、これは負担調整がやっぱり年齢を

区切ったから、そういうふうになるわけであって、

なぜ悪い方向に、負担がふえる方向に調整しなき

ゃいけないのかと、そこで非常に疑問を思うわけ

ですよ。 

 これ後期高齢者医療制度ができた時点で物すご

く、例えば、今まで扶養に入っていた高齢者の方

が保険料を払わなくてよかったわけですけれども、

この方たちが新たに一人一人払わなきゃいけない

ようになったということで、物すごく負担がふえ

てきたわけですね。そういう中で、こういうのが

出てきていると思うんですけれども、年金はこと

しも減りますね。そういう中で、年金からどんど

んどんどん何でもかんでも天引きされるような状

況の中で、非常に今、生活苦が蔓延しております、

広がってきております。だからこそ、この全国の

協議会においても、引き続きこの軽減をするよう

に国に求めているわけですけれども、国は公平性

という中で、非常に悪い方向で公平性を求めてい

るのかなと、非常に冷たいやり方なんですけれど

も、そもそも国保に対して、この国の補助率を切

り下げたことに大きな原因があると思うんですけ

れども、連合長、あなたはこの協議会のいわゆる

トップをやっておられますよね。ゆえに私は強く

国に対してそこら辺は引き続き求めていくように

していただきたいなと思うんですよ。 

 というのは、今の政権は、これをつくったとき

は自民党・公明党政権だったんですけれども、民

主党政権になりましたよね。その中で、民主党政

権は、これは廃止をすると言っておりましたね。

で、もとの老人保健制度にするというようなこと

で廃止法案も出したというようなことで、福祉の

予算は当然ふやすというマニフェストといいます

か、公約を持って選挙を戦って政権を勝ち取った

わけですけれどもね、世論の支持を受けて。とこ

ろが、政権につくと、何かわけわからんような形

で、今まで言っていたことをうやむやにするとい

うことは、私は許されないと思うんですよね。そ

こら辺の、やっぱり政権政党としての責任性を果

たすためにも、この高齢者の負担をやはりふやす

ような方向ではなくて、今までどおりの負担を軽

減措置を続けるという方向でぜひ頑張っていただ

きたいなと思うんですけれども、連合長の考えを

伺いたいと思います。 

○横尾俊彦広域連合長 

 回答いたします。 

 御指摘のように、この軽減につきましては現在、

この制度が立ち上がってから、いろんな配慮がな

されてきたことの一つだと思っています。 

 特に、立ち上げ当初には報道等で名称が余り好

ましくない、いわゆる区別をする、後期高齢とい

うふうな名称自体がよくない、あるいは天引きさ

れることも好ましくない等々で、大変大きな世論

的な反応・反響がありました。 

 当広域連合にも、そのスタート時期の２カ月間

では相当な電話等がございましたし、各自治体も

そうだったと思います。 

 しかし、その後、それらを受けて、今御指摘の

軽減等が配慮されたわけでございまして、１つは

時間ということもありますが、こういった軽減で

負担が軽くなったことで、多くの方々が安心して

医療を受けられるということになって、落ち着い

てきている現状だと思います。 

 したがって、この現況を踏まえて、今後の制度

改革を考えるに当たりましても、ぜひこういった

配慮を考えてほしいということは、この全国の協

議会発足時点から国のほうに強く要望いたしてお

りますし、昨年も改めて11月18日に広域連合の全

国協議会として要望もさせていただいたところで

す。 

 また、あわせまして、私は高齢者医療制度改革

会議の委員でございましたが、その会議、審議の

中でも、全国の広域連合から今御意見のようなこ

とも含めて、実はヒアリングをかけておりまして、

それらを整理した上で、現場の意見を踏まえて御

意見を、大臣同席のときも多々ございましたので、

申し上げさせていただきました。このような姿勢

で議論をしてきて、今回の取りまとめにはなって

おりますので、ぜひインターネット上にもそうい

った資料等ございますから、御確認いただいても
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結構かと思います。 

 なお、今後の展開についてはまだ不透明なとこ

ろがございますが、基本的にはやっぱり医療を多

くの方々が安心して受けれる、大変重要なことで

すので、今御意見の趣旨等を踏まえて、引き続き

全国協議会並びに佐賀の広域連合としては、こう

いった措置を国のほうには提案をしていきたいと

思っています。 

 なお、このことには実は財源が必要になります。

しかし、今国家財政が、歳入がなかなか見通せな

い状況で、歳出項目ばかりがふえて、報道等でも

御指摘もありますし、世論の皆さんも大丈夫かな

という御指摘・御意見が多々あります。そのこと

については、実は先ほどの改革会議の冒頭の１回

目の会議で、私と高知の市長さん、同じく市長会

を代表して出てきておられますが、我々現場を預

かる自治体としては財源をはっきりすべきではな

いだろうかという御指摘もし、あわせて消費税を

仮に、当時はタブー視されていましたけれども、

せめて議論をして、どのような財源確保が可能な

のか、そして、どのような社会福祉を充実をさせ、

そして、この医療制度についてはどのような姿が

あるべきで、その財源をこうやって確保できると

いう議論も、改革会議とは別途でもいいですが、

ぜひしていかないと財政が大変じゃないでしょう

かという御指摘もしたところでございます。 

 そのようなスタンスを変えず、今後とも努力を

してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○福田淸道議員 

 財源論については、連合長と私は立場が違うか

もわかりません。国はすべての福祉、社会保障と

税という形でリンクさせて、消費税というそこに

つなげているわけですけれども、私は消費税にそ

の財源を求めるんじゃなくて、不公平税制の中で

も、とりわけ大企業あるいは大資産家等、あるい

はその資本金、少なくとも10億円以上の大企業は、

例えば１年間に、内部留保を約11兆円ぐらいため

ているという経済誌の報道も出ております。現在

244兆円の大企業、いわゆる資本金10億円以上の

法人の内部留保は積み上がっているという状況の

中で、こういうところにしっかりとメスを入れれ

ば、消費税を上げなくても財源はしっかり出てく

る。例えば、わずか３％を内部留保から取り崩せ

ば、約７兆円の財源が出てくるわけですけれども、

そういうものをやはり政治の力で変えていくとい

うことが今求められているわけで、その財源を国

民（庶民）に圧倒的に求めるんではなくて、お金

のあるところに財源を求めていくことが、今一番

の政治のやるべき道であるし、経済改革、経済の

活性化する大きな力になると思うわけであります。 

 この今さっき短期保険証の伸びについて、ルー

ルを統一したというふうに言われました。その中

で、いわゆる普通徴収の方たちの滞納がふえてい

るのではないかと思うわけですけれども、例えば、

今さっき質問いたしました１万5,000円、月額１

万5,000円未満の高齢者の方たちは大変な状況だ

と思うんですけれども、これは特別徴収はできな

いわけですけれども、こういう方たちの実態は、

各市町が把握していると思うんですけれども、広

域連合にこういう方たちの生活実態というのは反

映されるのか、耳に入っているのかどうか、わか

ったら答弁いただきたいと思います。 

○川副梅夫業務課長 

 普通徴収の中でも、年金が１万5,000円未満、

特別徴収より収入が少ない方ということに限定さ

れた御質問でございましたけれども、一応そちら

の方につきましては、先ほど説明があっておりま

したように９割軽減の方でございまして、保険料

の年額が１年間で4,700円ということで、納期に

つきましては、市町の中で一応８期から12期まで

ありますので、１期ごとの徴収金額は変わります

けれども、大体300円か400円という形に、その

方々に限定すればなるわけでございまして、人数

からいろいろ見たところでは、そちらの方につき

ましては、徴収率全体が、特別徴収まで含めてで

ございますけれども、初年度が99.06％、２年目

が99.37％ということで、非常に高うございまし

て、皆さん方はよく９割以上の方が病院に必ず行

ってありますので、そういう方々についても、保

険料はかなり高い率で払っていただいているとい

うことで一応感じております。ですから、低所得
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の方が必ずしも保険料の納付率が悪いかというと、

そこまでは至っていないから各市町からもそうい

うような御相談というのが少ないのではないかと、

そのように感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○福田淸道議員 

 それから、それは、その方たちが特に滞納が多

いというわけではないという状況だという推量で

すね。９割軽減のおかげなんですけどもね。これ

はぜひそういうことで、今さっき言いましたよう

に、続けていかなきゃいけないと思います。 

 それから、この新たな制度の中の広域化の中で、

今さっき答弁がありましたけれども、高齢者の75

歳以上の人たちのいわゆる負担割合の明確化とい

う意味はどういうことかなと、こうちょっと私思

うんですけども、いわゆる75歳以上の高齢者の方

の保険料が、いわゆる医療費を使った分で、基本

的に保険料が決まってくるわけですけれども。つ

まり、この明確化ということは、社会保障の観点

から言えば、いわゆるよい医療を受けたいと思え

ば、保険料は高くなりますよということの、それ

を言いたいことの言葉の反映かなというふうに思

うんですけれども、例えば、国は社会保障、この

特に医療関係において、憲法25条に基づく社会保

障ていう考え方が出てきました。 

 ところが、特に国保なんかでもよく言われます

けども、「相互扶助」とこういうふうな表現をよ

く執行部はしますけども、これをずっと広げてい

けば、この後期高齢者医療制度もいわゆるお互い

に支え合うと。それはそれでわかりますけども、

社会保障という概念が抜けて、民間の保険、民間

保険と同じような形で、より高度な医療を求めれ

ばより高い保険料を払いなさいということになる

懸念がするわけですけども、この負担の明確化と

いうのは、そういう医療の質を上げれば当然保険

料は高くなりますよということの意味なのかどう

か質問いたします。 

○馬場俊行事務局長 

 回答になるかどうかわかりませんが、老人保健

制度のときは、現役世代からのお金は老人保健拠

出金という形で会計の中に入ってきてまして、そ

して、75歳以上の方々については、それぞれの例

えば、国民健康保険の被保険者であられれば、そ

の国民健康保険の中の家族の一員として保険に加

入されていたと。その方単独での保険料というの

が明確になっていなかったというような気がしま

す。 

 後期高齢者医療制度になって、それぞれ個人で

保険料を特定されて支払われるという形に変わっ

ていった部分で明確化が図られたという意味じゃ

ないかなというふうに私は理解をしておるんです

が、回答になっていないかわかりませんが、そう

いう解釈をしております。 

 以上です。 

○横尾俊彦広域連合長 

 ちょっと補足をさせていただきます。 

 手元にきょう、ちょうど改革会議のまとめと

後のものだけ持ってきておりますので、ちょっと

引用しながら回答いたします。 

 議員御指摘のものは、その本編の３ページにあ

る次の事項です。「このため、今回の改革では、

独立型の後期高齢者医療制度を廃止し、75歳以上

の方も現役世代と同様に国保か被用者保険に加入

することとした上で、①公費・現役世代・高齢者

の負担割合の明確化、②都道府県単位の財政運営

といった現行制度の利点はできる限り維持し、よ

り良い制度を目指すこととした。」、ここの部分

だと思います。 

 実は、これには前段がございまして、それは冊

子の２ページ目から始まる、実は大きな項目Ⅱの

「改革の基本的な方向」の冒頭部分にその理由が

書いてあります。 

 これは今、事務局長からも回答させていただき

ましたように、「かつての老人保健制度は、75歳

以上の医療給付費を公費５割と各保険者からの拠

出金５割で賄っていたが、①拠出金の中で高齢者

と現役世代の保険料が区分されておらず高齢者と

現役世代の負担割合が不明確であったこと、②加

入する制度や市町村により高齢者の保険料額に大

きな差があったこと等の問題点があった。」とい

うことでございまして、これらを改善するために、

「高齢者と現役世代の負担割合を明確にして世代
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間の連帯で支えるとともに、高齢者一人ひとりに

保険料負担を求め、原則として同じ都道府県で同

じ所得であれば同じ保険料とすることで高齢者の

保険料負担の公平化を図ろうとした。」とつなが

っておりますので、この部分を受けてのことでご

ざいますので、お尋ねにありましたように、その

ことによって、極端にそれを過度に高めていくと

か、そういう意図ではないと御理解いただきたい

と思います。 

○福田淸道議員 

 そこら辺は、ちょっと私と見解が違いますので、

ここで論議を深めるというのも時間が足りません

けれども、どっちしたってですね、75歳ていう形

で、それ以上を年齢で区切りますと、やはりそこ

の75歳以上の中で保険給付、要するに医療に係る

経費を賄うということになれば、当然、どんどん

ふえていきますので、人口もふえる、そういう中

で医療費もふえるという、そして、いろんな病気

も年をとれば多くなりますので、ふえますので、

必然的に保険料はアップすると。ですから、これ

は社会保障の概念から言えば非常に外れてきて、

いわゆる保険制度といいますか、民間保険と全く

変わらなくなる可能性が出てきますので、そこら

辺は世代間の公平というよりは、非常に年代的に

75歳以上の方たちのいわゆる生きづらさといいま

すか、生活が非常に苦しくなることを含んでいる

というふうに思います。ですから、この負担の明

確化という形では、今後、これは大きな問題にな

ってくるんじゃなかろうかということを述べまし

て、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○江頭弘美議長 

 以上で通告による質問は終わりました。 

 これをもって広域連合一般に対する質問は終結

いたします。 

◎ 討  論 

○江頭弘美議長 

 これより第２号議案 平成23年度佐賀県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算に

ついての討論に入ります。 

 なお、討論についての議員の発言時間は10分以

内といたします。討論の通告がありますので、発

言を許可いたします。 

○福田淸道議員 

 平成23年度佐賀県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計の予算に対する反対討論をい

たします。 

 歳入歳出予算の総額は1,080億6,004万9,000円

となっております。このほとんどは保険給付費で

あります。財源は保険料等負担金、国庫支出金、

支払基金等からなっております。この制度は、75

歳で人間の医療を区別するという、差別と保険料

が２年ごとに自動的に引き上がる仕組みになって

おり、被保険者である高齢者には耐えがたいもの

となっております。 

 そもそも民主党政権は、政権につく前はこの制

度の廃止を主張し、日本共産党など他の野党と廃

止法案を提出いたしました。ところが、政権につ

くと、廃止ではなく延期を言い出し、国保の広域

化とセットでこの後期高齢者医療制度を国保の中

に取り込み、負担増、給付抑制の小泉純一郎、あ

の内閣の小泉流構造改革、つまり、市場主義、自

由競争万能主義の自己責任路線へと転向をいたし

ております。 

 今、国民の暮らしを何とかよくしてほしいとい

う切なる国民の皆さんの願いを完全に裏切ってお

ります。 

 この医療制度は一刻も早く廃止をして、お金の

心配がなく、安心して医療が受けられる制度に戻

すべきであることを述べまして、反対討論といた

します。 

○江頭弘美議長 

 以上で討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○江頭弘美議長 

 これより第２号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立多数と認めます。よって、第２号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第１号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること
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に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立多数と認めます。よって、第１号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第３号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第３号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第４号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第４号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第５号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第５号議案は原

案のとおり可決されました。 

◎議決事件の字句及び数字等の整理 

○江頭弘美議長 

 次に、議決事件の字句及び数字等の整理につい

てお諮りいたします。 

 今定例会において、議案等が議決されましたが、

その条項、字句、数字その他の整理を必要とする

ときは、会議規則第43条の規定により、その整理

を議長に委任されたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数

字、その他の整理は議長に委任することに決定い

たしました。 

◎ 閉  会 

○江頭弘美議長 

 以上をもちまして、議事の全部を終了いたしま

したので、会議を閉じます。 

 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉

会いたします。 

          午前11時６分 閉 会   



平成23年２月定例会 ２月16日（水） 
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会議に出席した事務局職員 

 議 会 事 務 局 長  安 藤 健一郎 

 

 議 会 事 務 局 副 局 長  石 橋   光 

 

 参          事  内 田 幸 男 

 

 書          記  中 野 晃 一 

 

 書          記  日 髙 泰 明 

 

 書          記  末 吉 浩 昭 

 

 書          記  南 里 安 信 
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  地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

      平成  年  月  日 

 

 

  佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議長    江 頭  弘 美 

 

 

  佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員    森 山    林 

 

 

  佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員    田 中  秀 和 

 

 

  会 議 録 作 成 者 
                          安 藤  健一郎 
  佐賀県後期高齢者医療広域連合議会事務局長 
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（資料）議案質疑項目表 

  ○ 議 案 質 疑 

平成23年２月定例会  

質疑順 氏   名 質   疑   事   項 

1 福 田 淸 道 第２号議案 

平成23年度佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計予算 

  歳入 １款 市町支出金 

     １項 市町負担金 

     ２目 保険料等負担金 

          ８，１５１，８１５（千円） 

 

     ２款 国庫支出金 

     ２項 国庫補助金 

     １目 財政調整交付金 

     １節 財政調整交付金 

          ９，９６１，４８９（千円） 

 

     ４款 支払基金交付金 

     １項 支払基金交付金 

     １目 後期高齢者交付金 

         ４３，９４１，２９５（千円） 

 

  歳出 ２款 保険給付費 

     １項 療養諸費 

        １０５，６３０，０９４（千円） 

        医療給付増の原因 
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（資料）一般質問項目表 

 

  ○ 一 般 質 問 

平成23年２月定例会  

質問順 氏   名 質問方式 質   問   事   項 

1 福 田 淸 道 一問一答 １ 新たな高齢者医療制度について 

 ⑴ 保険料軽減の特例措置について引き続き継続を求め

  る。 

 

 ⑵ 制度の矛盾点について 

   現在の制度と全く同じではないか。 

   国保の改悪と社会保障の解体、憲法25条に違反す 

  る。 

 

２ 資格証明書について 

  資格証明書を発行しないことを求める。 
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